
１．はじめに
2017年九州北部豪雨災害、2018年西日本豪雨災

害、2019年19号台風災害、2020年球磨川災害など、
毎年のように気候変動の影響と考えられる災害が
多発し、行政のみならず国民も日々の生活の中で近
づく温暖化の危機を意識せざるを得なくなってい
る。こうした背景を受けて、集水域から氾濫域にわ
たる流域のあらゆる関係者が協働し、水害を軽減す
る“流域治水”関連法案が2021年に制定された。災
害が激甚化する中、河川管理の目的の一つである
「河川環境の整備と保全」はどうやって達成してい
けばよいのか。本論では流域治水の観点から、河川
環境の保全について述べてみたい。紹介する研究内
容の多くは、河川生態学術研究会における研究成果
であることを付記する。

２．流域治水とは？
国土交通省は、2019年の19号台風に伴う災害後

の治水対策として、“流域治水”への転換を唱えた。
2020年7月「気候変動を踏まえた水災害対策検討小
委員会」の答申によると、「河川、下水道等の管理者
が主体となって行う従来の治水対策に加え、集水域
と河川区域のみならず、氾濫域も含めて一つの流域
として捉え、その河川の流域全体のあらゆる関係者
がさらに協働して流域全体で水害を軽減させる治
水対策、“流域治水”への転換を進めていくことが必
要」としている。
この内容は、1979年から始まった総合治水と似

ているが、都市型水害に焦点を当てた総合治水の考
え方を、大河川、氾濫原対策を含めた流域管理に拡
げた治水対策であると解釈できる。

３．火山列島が生む湧水河川の保全
日本列島は火山列島であり、110にのぼる活火山

が分布し、地質も火成岩の割合が高い。村田・鹿野
（1995）によると、日本列島の約40%が火成岩で構
成されており（内、火山岩は約28％）、雨水が浸透
しやすい。その結果、火山地帯には湧水河川が広く
分布する。
地下に浸透した雨水が長い時間をかけて湧き出

す湧水河川では、湧水地点まで大気に触れることな
く地中を流下するため、非湧水河川とくらべると、
1年中を通して水温が安定している（図１）。また、
地中の流れは遅く、その結果、大雨が降ってもゆっ

くりと増水する河川が多く、流量も年間を通して安
定している。
水温は、河川生物の生息環境を決める最も重要な

要因である。また、水生昆虫の羽化やサケの孵化の
タイミングなど、多くの生物の生活史や生物季節
は、積算温度によって決定されている。

また、湧水河川では、地中を流れる距離が長いた
め、温暖化による気温上昇の影響を受けにくいと
考えられる。そのため、サケ科魚類やハナカジカな
ど、低水温の環境を必要とする魚類にとって、温暖
化時の避難場所(refugia)を提供すると推測される
（Nakajima et al. in press）。また、流域網に湧水・
非湧水河川があることによって、撹乱後の魚類個体
群の安定性が保たれることが明らかになっている
（Terui et al. 2018）。ダム等によってこうした流域
網の複雑性が分断・単純化されないように温暖化
適応策を検討する必要性がある。

４．河川・氾濫原生態系の維持機構としての洪水撹乱
治水分野に携わる行政官や研究者の中には、洪水

撹乱は生態系の破壊もしくは劣化と考えている方
も多いのではないだろうか。確かに大きな洪水後の
被災状況をみると、河畔林がなぎ倒され、土砂の堆
積や流木の集積が認められ、生態系は破壊されてい
るように見える。
しかし、実際にはそうではなくて、生物たちはさ

まざまな生活史戦略を駆使しながら、巧みにそして
粘り強く生き残っているのである。移動が可能な
魚類などは、洪水時の避難場所となる2次流路や支
流、大礫や倒木、凸地形の背後などに隠れて難を逃
れ、動けない植物は倒れても萌芽枝を出したり、土
砂に埋められても不定根を伸長したりしながら、生
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図１ 空知川水系における湧水・非湧水河川の水温変
動。赤系が非湧水河川、青系が湧水河川の水温

流域治水への転換は、環境・生態系の取り組み
にとっても、改めて河道中心から流域・氾濫原へ
本格的に踏み出す大きなチャンスだと思う。

生態系の成り立ちやメカニズムを、河道だけで
なく流域、特に氾濫原スケールへと広げて正しく
とらえ直し、人と社会の営みとの関わりのなかで
その価値を見直すとともに、治水の面からは流域・
氾濫原の自然環境・生態系が本来有する防災バリ
アとしての機能を見直すことが重要だと考える。

これまでの治水対策による築堤や河道の固定化
は、洪水現象を人間の生活や生産活動から分離し、
農地の拡大・安定化、生産性向上、都市の発展や
経済成長などに大きなメリットをもたらしたが、
一方で河川と氾濫原が分断されたことによる自然
環境・生態系へのダメージも大きかったと言わざ
るを得ない。

多自然川づくりや自然再生事業など、これまで
も環境・生態系の保全・再生のための取り組みは
進められてきたが、すでに河道はほとんど固定さ
れ氾濫原とのつながりが制約されたなかでの取り
組みに限定されてきた。

しかし今、温暖化とともに流域治水へと舵が切
られ、河道のなかで洪水を防ぎきる前提が変わり、
必然的にパラダイムが大きく変化していくことに
なると思う。
かつての氾濫原は洪水のリスクと背中合わせで

ありながら、豊かな自然景観・自然生態系があり、
人の営みもそこから大きな恵みを享受してきた。
生活・生産活動の場に向かいすぎた氾濫原にもう
一度治水の分担を求めていくことにともなって、
河川と流域・氾濫原の関係性を環境・生態系も含
めて見直すことが必然だと思う。

流域・氾濫原に単に治水の負担とリスクを求め
るだけでは流域治水も思うように進まないのでは
ないかと危惧もする。氾濫原の治水上の価値を再
発見するのが流域治水の核心のひとつであるなら
ば、あわせて氾濫原の生態系としての価値も見直
すとともに、流域治水の努力と工夫のなかで氾濫
原生態系を再生する可能性を追求していくべきだ
と思う。そうすることで、社会としてのさらなる
モチベーションが生まれ、流域治水のなお一層の
推進にも貢献するのではないか。単に河川と流域・

氾濫原のリスク分担という図式ではなく、社会の
新たな価値観の創造につなげていくことが重要だ
と思う。

そのような流れのなかで、これまでの多自然川
づくりや生態系ネットワーク再生、河川生態学術
研究などにおける河川・流域環境のための取り組
みがより密接に治水とつながり、さらに真価を発
揮していくことになると思う。治水の取り組みを
流域スケールでの多様な取り組みに広げることで、
河道計画・河道管理も、より河川環境との一体的
な価値観のなかで進められることが期待される。

さらに、流域治水には多様な主体の貢献が求め
られることから、必然的に環境・生態系の取り組
みにおいても、これまで以上に流域・氾濫原の多
様な主体の参画と協働を進める必要がある。例え
ば「小さな自然再生」のような市民参加・地域協
働型の取り組みの意義もこれまで以上に高まって
いくのではないか。

このような取り組みを進めるには、治水と環境
の相乗効果をいかに図るかが重要になる。時には
トレードオフの調整も必要になるかもしれない。
それを具体的に動かしていくのは第一に科学的な
知見であり、そのための様々な研究成果がどんど
ん出てきている。これらを結び付け、体系づけて
実用に移し新しい多面的な価値を河川とその氾濫
原に実現していきたい。治水に貢献する氾濫原の
機能と多面的な価値を科学的・技術的に位置づけ
るとともに、その生態系サービスの価値をこれま
でとは別の経済価値、持続可能性、シビックプラ
イドの実現につなげていくことが温暖化・激甚水
害時代の社会のソリューションだと思う。

例えば、円山川などの先進的な実践事例が既に
ある。大規模改修とあわせて氾濫原生態を意識し
た自然再生を進め、コウノトリなどの生息・生育・
繁殖環境を再生してきた。今回の特集でも、これ
からの氾濫原生態系の取り組みの方向性や素晴ら
しい先進的な知見・取り組み事例を示していただ
いた。このような科学的な研究成果をさらに進化
させ、氾濫原に治水と環境の相乗効果を発揮させ
る取り組みがダイナミックに進むことを期待して
いる。
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